
〇令和７年度新庄市ペレットストーブ等設置支援事業費補助金交付要綱 

 

令和７年３月３１日 

新庄市告示第６２号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、環境に優しい木質バイオマスを燃料とするペレットストー

ブ又は薪ストーブ（以下「ペレットストーブ等」という。）の暖房機（別表

に掲げる設備。以下「ペレットストーブ等」という。）の普及を推進するた

め、ペレットストーブ等の購入等に要する費用に対し、予算の範囲内で補助

金を交付することについて、新庄市補助金等交付規則（昭和５５年規則第９

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の

各号のいずれにも該当する者とする。 

（１）第７条に定める交付申請を行う時点において本市に住所を有し、又は

有することとなることが確実に見込まれる者であること。 

（２）本人及びその世帯員が市税等の滞納をしていない者であること。 

（３）ペレットストーブ等を５年以上使用すると認められる者であること。 

 （補助対象設備） 

第４条 補助金の交付の対象となるペレットストーブ等（以下「補助対象設備」

という。）は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。 

（１） 設備の種類ごとに、次に掲げる仕様を満たすこと。 

ア  ペレットストーブ  木質ペレット（建築廃材等を原料とするものを除

く。）を燃料として使用する暖房機であること。 

イ  薪ストーブ  薪（建築廃材等を原料とするものを除く。）を燃料とし

て使用する暖房機であること。 

（２）  居住する専用住宅又は居住の用に供する床面積が当該建築物の延床面

積の２分の１以上を占める併用住宅に設置するものであること。 

（３）未使用品であること。 

（４）ＥＮ（ヨーロピアン・ノーム）、ＥＰＡ（米国環境保護庁）等の承認

を受けた設備又は二次燃焼機能を備え、当該承認を受けた設備と同等の

水準の環境性能を有する設備であること。 

（補助対象経費） 



第５条  補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

補助対象設備の購入に係る費用（消費税を含む。）及び補助対象設備の設置及

び煙突等の配管に係る費用（消費税を含む。）とする。ただし、補助対象者が

自ら補助対象設備の設置及び煙突等の配管の工事を行う場合は、補助対象設

備の購入に係る費用（消費税を含む。）及び当該工事に要する原材料費の購入

に係る費用（消費税を含む。）とする。 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の額に３分の１を乗じて得た額（千円未満

の端数があるときは、これを切り捨てた額）又は１０万円のいずれか低い額

とする。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、令和

７年度新庄市ペレットストーブ等設置支援事業費補助金交付申請書（様式第

１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（１）事業計画書兼収支予算書（様式第２号） 

（２）同意書（様式第３号） 

（３）ペレットストーブ等を設置する場所の見取図及び住宅地図等設置予定

場所を確認できるもの 

（４）ペレットストーブ等の設置前の現況写真（新築住宅に設置するその他

のやむを得ない理由により添付することが困難な場合を除く。） 

（５）ペレットストーブ等の性能及び仕様が分かる書類 

（６）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（軽微な変更） 

第８条 規則第７条第１項第１号に定める軽微な変更は、第５条に規定する補助

対象経費の１０パーセント以上の増減並びに補助金の額の増額及び１０パー

セント以上の減額に伴う変更以外の変更とする。 

（実績報告） 

第９条 申請者は、ペレットストーブ等の設置が完了した日から３０日を経過す

る日又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに令和７年度新庄市ペ

レットストーブ等設置支援事業費補助金実績報告書（様式第４号）に次に掲

げる書類を添えて市長に報告しなければならない。 

（１） 事業報告書兼収支計算書（様式５号） 

（２） 補助対象経費に係る費用の領収書及び請求書の写し 

（３） ペレットストーブ等の設置後の状況写真 

（４） その他市長が必要と認める書類 



（請求） 

第１０条 申請者は、補助金の額の確定の通知を受けたときは、令和７年度新庄

市ペレットストーブ等設置支援事業費補助金請求書（様式第６号）により市

長に補助金を請求するものとする。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 


